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【お問い合わせ】 弁護士法人青森リーガルサービス 八戸シティ法律事務所 
代表社員弁護士：木村哲也 受付時間：午前９時～午後５時 

電話番号 ０１２０－１４６－１１１ FAX０１７８－３８－９２３０ http://hachiben.jp/ 
〒031-0042 青森県八戸市十三日町１ ヴィアノヴァ６階 

 

当事務所では、お付き合いいただいている皆様に向けて、法律関

連のニュースや当事務所の近況などを、定期的にニュースレターとし

てお送りさせていただいております。当事務所の近況やご挨拶のほ

か、少しでもお役に立てる情報をお届けできればと思っております。 
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昨今、新型コロナウイルス感染症の流行の影響により、経営に深刻なダメージを受ける

企業が続出しています。また、個人においても、収入の減少などのために、借金の返済が

困難になるケースが多々発生しています。今回のニュースレターでは、企業破産と借金・

債務整理のポイントについて、取り上げたいと思います。 

 

１ 企業破産について 

企業・法人や個人事業主が事業の継続に行き詰まった場合には、自己破産を検討する

ことが多いでしょう。企業の経営破たんは、現金が不足する状態（資金ショート）に陥

ることで発生するのが大半ですが、多くのケースでは多額の債務の支払を行うことがで

きず、自己破産を検討することとなります。自己破産の手続は、裁判所に自己破産の申

立てを行うことになるのですが、手続を依頼する弁護士の報酬のほかに、裁判所が選任

する破産管財人の費用として一定額を裁判所に納付しなければなりません。そのため、

完全に資金ショートしてからでは、自己破産の手続をスタートさせることすら困難にな

りかねません。また、事業用の財産の確保、債権者の把握、従業員の解雇、裁判所に提

出する資料の作成など、段取りよく準備を進めていく必要があります。できるだけ早い

段階から弁護士にご相談いただく必要があります。 

２ 借金・債務整理について 

個人の借金・債務整理には、自己破産、民事再生（個人再生）、任意整理の３つの手続

があります。どの手続を選択するべきかについては、借入の状況、家計の収支などをも

とに個別に判断していくこととなります。この点、企業・法人が自己破産をする場合に

おいて、代表者が企業・法人の多額の負債を連帯保証しているときには、代表者も合わ

せて自己破産することとなるでしょう。借金の額が非常に大きいのに対して家計の収支

が乏しく、借金の返済が不可能な場合にも、自己破産を選択することとなるでしょう。

また、借金の額が比較的大きくても、収入が安定している場合であれば、民事再生（個

人再生）の利用が考えられます。民事再生（個人再生）を利用すれば、借金を５分の１

～１０分の１程度に圧縮し、住宅ローン付きの家を守ることができます。そして、借金

の額が小さく、返済が不能とまでは言えない場合には、任意整理を選択し、現在の借金

額について、将来の利息を免除してもらって、おおむね５年程度で完済を目指します。 

３ 弁護士にご相談ください 

企業・法人や個人事業主の自己破産にしても、個人の借金・債務整理にしても、弁護

士による緊急対応が必要となる事案です。皆様の周りに負債・借金の返済に困難を来し

た方がいらっしゃいましたら、是非、当事務所をご紹介いただければと存じます。 
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